
旧 の 手 数 料 10キログラムにつき 60円

改正後の手数料

１回の搬入量が200キログラム未満の場合
10キログラムにつき 120円

１回の搬入量が200キログラム以上の場合
10キログラムにつき 150円

改　 正　 日 ４月　１日

区　分 単　位 使　用　料
市　内 市　外

火 葬 場

大人（12歳以上） １体につき 30,000円 120,000円
小人（12歳未満） １体につき 15,000円 60,000円

小動物（犬、猫等） 10kg以下 5,000円 20,000円
10kgを超え５kg増すごとに 2,000円 8,000円

附属施設 待　合　室
７時間まで（９時〜16時） 60,000円 120,000円
17時間まで（16時〜翌日９時） 70,000円 140,000円
24時間まで（16時〜翌日16時） 100,000円 200,000円

みどり園からのおしらせ

直接搬入するごみの処理手数料を改正します
　みどり園では、ごみ減量化を推進するため、直接搬入するごみの処理手数料を、下記のとおり改正します。
　なお、ごみ袋の単価は、従前どおりです。
　ご理解とご協力をよろしくお願いします。

＊注１　10キログラム未満は、10キログラムとみなします。
＊注２　200キログラム以上の場合、最初の10キログラムから150円となります。

ごみの減量化にご協力をお願いします
○古新聞・古雑誌・ダンボール・古衣類は、できるだけ資源集団回収時に出しましよう。
　（一部実施していない自治会があります。）
○循環型社会形成にむけて３Ｒの実践を！
　▼リデュース（発生抑制）……ごみを出さないように考えましょう。
　▼リユース（再使用）…………もう一度使えないか工夫してみましょう。
　▼リサイクル（再生利用）……再資源として利用できるようにただしく分別しましよう。

■問合先　みどり園　☎２４・４１１１

一部供用を開始しました

五條市斎場〜ハートピアさくら〜
　五條４丁目地内に建設工事が進められていた新火葬場の、一部供用
を開始しました。
　（動物炉については、４月供用開始予定です。）
　名称は、五條市斎場「ハートピアさくら」　所在地は、五條４丁目10
番１号です。
　斎場施設等の主な使用料は、次のとおりです。

　なお、表中の「市内」とは、死亡者等（胎児については、その父または母をいい、小動物については、その飼い
主をいう。）が死亡時に本市の住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されている場合をいい、「市外」と
は、それ以外の場合をいいます。
　斎場施設等の使用について、詳しくはお問い合わせください。
■問合先　五條市斎場「ハートピアさくら」　☎２２・５６２５

斎場施設等の主な使用料
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